
　

介
護
保
険
は
、
少
子
高
齢
化
が
進

む
中
、
社
会
全
体
で
介
護
を
必
要
と

す
る
方
や
家
族
・
介
護
者
を
支
え
る

仕
組
み
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
制
度
で

す
。
制
度
を
持
続
的
に
運
営
す
る
た

め
、
３
年
ご
と
に
事
業
計
画
の
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

　

高
齢
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地

域
で
元
気
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
地
域
で
支
え
合
い
な
が
ら
健

康
づ
く
り
な
ど
の
社
会
参
加
や
介
護

予
防
へ
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
す
す

め
る
と
と
も
に
、
医
療
、
介
護
、
介

護
予
防
な
ど
の
連
携
を
図
り
、
誰
も

が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
第
７

期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま

し
た
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
の
介
護
報
酬
改

定
や
、
今
後
の
高
齢
化
の
進
行
、
介

護
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

数
や
利
用
量
の
見
込
み
な
ど
を
基
に
、

平
成
30
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で
の
介

護
保
険
料
を
設
定
し
ま
し
た
。

　

利
用
者
負
担
割
合
は
、
所
得
に
応

じ
て
１
割
か
ら
２
割
負
担
で
す
が
、

平
成
30
年
８
月
か
ら
一
定
所
得
以
上

の
方
は
３
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

（
第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
は
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。）

　
介
護
給
付
費
等
の

　
見
込
み
額
及
び
負
担
割
合

　

３
年
間
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
量

と
総
給
付
費
及
び
事
業
費
等
を
推
計

し
、
第
１
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険

料
を
算
出
し
ま
し
た
。
介
護
・
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
総
給
付
費
、
地
域
支

援
事
業
費
及
び
30
年
度
か
ら
新
た
に

市
町
村
特
別
給
付
費
（
お
む
つ
支

給
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
第
1
号
被
保
険

者
の
負
担
割
合
が
22
％
か
ら
23
％
と

な
っ
た
こ
と
や
、
介
護
報
酬
の
改
定

に
よ
る
引
き
上
げ
等
の
影
響
が
あ
り

ま
す
が
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
を

取
り
崩
す
な
ど
で
保
険
料
の
上
昇
を

一
定
程
度
抑
え
ま
し
た
。

　
所
得
段
階
ご
と
の

　
介
護
保
険
料

　

白
鷹
町
の
介
護
保
険
料
は
、
被
保

険
者
本
人
や
世
帯
員
の
所
得
に
応
じ

て
10
段
階
に
区
分
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
平
成
30
年
度
は
第
１
段
階
の
方

に
対
し
、
公
費
を
投
入
し
て
保
険
料

の
軽
減
を
行
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
７

月
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
と
も

に
送
付
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

町からのお知らせ

平成 30年４月から
介護保険料が変わります
（平成 30年度～平成 32年度までの３年間）

【問い合わせ】
介護保険に関すること／健康福祉課介護保険係　☎ 86-0213・地域包括支援センター係　☎ 86-0112
介護保険料に関すること／税務出納課町民税係　☎ 85-6132・収納係　☎ 85-6106

　（
平
成
30
年
度
～
32
年
度
分
）

第１号被保険者保険料
23％

（約 11億 7,650万円）

※第１号被保険者とは 65歳以上の方
※第２号被保険者とは 40 ～ 64歳の方

第２号被保険者保険料
27％

（約 13億 8,110千円）

国負担金・調整交付金

約 25％
（約 12億 7,880千円）

県負担金

約 12.5％
（約６億 3,940千円）

町負担金

12.5％
（約６億 3,940千円）

介護・介護予防総給付費（約49億360万円）
及び地域支援事業費（約２億 1,160 万円）

市町村特別給付費（900 万円）は、第１号
被保険者保険料で全額負担します。
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町からのお知らせ

白鷹町の介護保険料基準額 70,200 円（年額）

※第１段階の方の保険料は、公費投入により標記額からさらに軽減される予定です。
※個人ごとの保険料額は、所得額や町民税額が決定した後、７月にお知らせします。

災害などの事情で保険料の納付が困難なときは、申請により保険料徴収の猶予
や減免を受けられる場合があります。また、介護保険料の納付が遅れている方
や、その他の特別な事情があり保険料の納付が難しい方など、未納のままにせ
ず、税務出納課収納係（☎ 85-6106）にご相談ください。

●上記の基準額をもとに、前年の
　所得などによって保険料を 10
　段階に区分します。
●基準額は、平成 30年度から平
　成 32年度まで同額です。
●年度の途中で 65 歳になられた
　方の保険料は、該当する段階の
　額を誕生日の前日の月分から、
　転入された方は転入日の月分か
　ら月割りした額になります。

介護保険料の
納付について
ご相談ください

あなたは生活保護を受けていますか？

あなたは町民税が課税されていますか？

あなたの前年の年金収入と
年金以外の所得の合計は
80万円以下でしたか？

あなたは老齢福祉年金を受
給していますか？

前年の

合計所

得額が

120万
円未満

あなたの前年の年

金収入と年金以外

の所得の合計は

80万円超 120万
円以下でしたか？

あなたの前年の年

金収入と年金以外

の所得の合計は

80万円以下でし
たか？

前年の

合計所

得額が

120 万
円以上

前年の

合計所

得額が

150 万
円以上

前年の

合計所

得額が

200 万
円以上

前年の

合計所

得額が

300 万
円以上

第１段階
基準額

×

0.5

第２段階
基準額

×

0.75

第３段階
基準額

×

0.75

第４段階
基準額

×

0.9

第５段階
基準額

×

1.0

第６段階
基準額

×

1.2

第７段階
基準額

×

1.25

第８段階
基準額

×

1.4

第９段階
基準額

×

1.55

第10段階
基準額

×

1.75

年額

35,100
円

年額

52,650
円

年額

52,650
円

年額

63,180
円

年額

70,200
円

年額

84,240
円

年額

87,750
円

年額

98,280
円

年額

108,810
円

年額

122,850
円

世帯のどなたかに町民税が課税されていますか？

はい
いいえ

（参考：H27 ～ 29：61,776円）
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町
産
材
等
木
造

建
築
推
進
事
業

　

町
内
の
森
林
資
源
の
循
環
を

促
す
た
め
、
新
た
に
町
産
材
等

木
造
建
築
推
進
事
業
に
取
り
組

み
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
白
鷹
町
商
工
会

が
事
業
主
体
と
な
っ
て
行
う
も

の
で
、
町
内
に
お
け
る
木
工
事

の
受
注
促
進
と
町
産
材
利
用
拡

大
を
図
る
と
と
も
に
、
地
元
関

連
業
界
の
振
興
と
経
営
基
盤
の

強
化
、
消
費
需
要
の
拡
大
を
目

的
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

白
鷹
町
商
工
会

☎
85

－

０
０
５
５

【制度の概要】

町産材等木造建築推進事業

区分 新築 増・改築、修繕等

対象物件

付属建物（車庫、作業所及び物置）

ただし、町産材を利用する場合は

住宅・店舗も可とする。

住宅、店舗、付属建物（車庫、

作業所及び物置）

対象工事 全体工事費のうち、木工事が25％以上のこと
対象工事金額の下限 30万円以上の対象工事

施工業者
町内業者（白鷹町商工会員かつ町内に事業所があり、対象工事を施

工できる法人または個人）であること

申請者（施主）の要件
■白鷹町内に住所を有する者　

■町税等の滞納がないこと

支援内容

（補助額）

工事費
工事費の10％以内（上限10万円）
※白鷹町商工会が発行する商品券により給付

町産材購入費 上限30万円 上限10万円
その他制度との併用 介護保険制度との併用は不可

平
成
30
年
度
住
宅
関
連
の
施
策
の
お
知
ら
せ

町からのお知らせ

　

申
請
前
に
着
工

事
前
着
工

し
た
場
合
は

補
助
金
の
交
付
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

「
住
宅
耐
震
化
促
進
事
業
」
と

し
て
、
住
宅
の
居
住
環
境
の
質
の

向
上
と
経
済
の
活
性
化
を
図
る
事

を
目
的
と
し
た
次
の
事
業
を
実
施

し
ま
す
。

❶
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
総
合
支
援
事
業

　
三
世
代
世
帯
、
県
外
か
ら
の
移

住
世
帯
、
新
婚
、
子
育
て
世
帯
、

近
居
世
帯
に
つ
い
て
は
、「
人
口
減

少
対
策
」
と
し
て
支
援
を
拡
充
し

ま
す
。
県
産
木
材
の
利
用
や
空
き

家
の
活
用
な
ど
、
一
定
の
要
件
を

満
た
し
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、
補

助
率
・
補
助
限
度
額
が
引
き
上
げ

と
な
り
ま
す
。

●
三
世
代
世
帯　

　

３
つ
以
上
の
世
代
が
同
居
し
て

　

い
る
世
帯
で
、
平
成
12
年
４
月

　

２
日
以
降
に
出
生
し
た
方
と
同

　

居
す
る
世
帯

●
県
外
か
ら
の
移
住
世
帯　

　

平
成
29
年
４
月
１
日
以
降
に
県

　

外
か
ら
町
内
に
転
入
し
居
住
す 

　

る
世
帯

●
新
婚
世
帯　

　

婚
姻
し
た
日
か
ら
１
年
以
内
の  

　

世
帯

●
子
育
て
世
帯　

　

平
成
12
年
４
月
２
日
以
降
に
出

　

生
し
た
方
が
３
人
以
上
同
居
し
、

　

当
該
同
居
者
と
そ
の
父
母
ま
た

　

は
祖
父
母
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

●
近
距
世
帯

　

平
成
29
年
４
月
１
日
以
降
に
親

　

世
帯
と
子
世
帯
で
、
居
所
の
直

　

線
距
離
が
２
㌔
超
か
ら
２
㌔
以

　

下
、
ま
た
は
同
一
小
学
校
の
通

　

学
区
域
内
に
住
み
替
え
た
世
帯
。

※
次
ペ
ー
ジ
【
制
度
の
概
要
】
を 

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

❷
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
し
た
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を

実
施
し
ま
す
。

▼
募
集
件
数　

先
着
３
件

▼
診
断
料　

９
０
０
０
円

※
町
の
負
担　

７
万
９
５
６
０
円

補
強
計
画
ま
で
実
施
す
る
場
合

▼
作
成
料　
　

１
万
３
０
０
０
円

※
町
の
負
担　

11
万
６
６
０
０
円

❸
木
造
住
宅
耐
震
改
修
事
業

　

❷
で
耐
震
診
断
を
受
け
た
住
宅

の
所
有
者
が
耐
震
改
修
工
事
を
行

う
場
合
、
工
事
費
の
２
分
の
１
の

金
額
を
補
助
し
ま
す
。

※
２
分
の
１
の
額
が
80
万
円
を
超

　

え
る
場
合
、
80
万
円
が
限
度
額
。

▼
募
集
件
数　

先
着
２
件

住
宅
耐
震
化
促
進
事
業
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住宅リフォーム総合支援事業

区　　分 一般分 人口減少対策分

対象工事

５要件（減災・部分補強、寒さ対策・断熱化、バリ
アフリー化、県産木材使用、克雪化）のいずれかを

含む工事

５要件（減災・部分補強、寒さ対策・断熱化、バリ
アフリー化、県産木材使用、克雪化）のいずれかを

含む工事

※三世代世帯は居室の床面積の合計が10㎡以上増
　加する工事などの三世代同居リフォーム工事を施

　工する必要があります。

 工事請負金額

 の下限
工事請負金額が50万円以上

施工業者 県内業者（県内に本店・本社がある法人または事業者）であること

  申請者（施主）

  の要件

・白鷹町内に住所を有する者　

・町税等の滞納がないこと

・白鷹町内に住所を有する世帯（移住世帯について 

　は平成29年４月１日以降に県外から町内に転入
　し、居住する世帯）

・町税等の滞納がないこと

その他制度との

併用について　
町産材等木造建築推進事業と併用ができます　※介護保険制度等との併用は不可

支援内容

（補助額）

◇現に居住する住宅…工事費の10％分（上限20万円）
※県産木材を３㎥以上使用する工事の場合は上限30万円
◇空き家…工事費の20％分（上限50万円）
※中古住宅診断を受けていない空き家は上限40万円

◇現に居住する住宅…工事費の20％分（上限30万円）
※県産木材を３㎥以上使用する工事の場合は上限40万円
◇空き家…工事費の30％分（上限60万円）
※中古住宅診断を受けていない空き家は上限50万円

【制度の概要】

町からのお知らせ

【制度の概要】

すまいる住まい！若者定住サポート事業 「すまいる！四季の郷」定住促進プロジェクト

対　　象 住宅（新築） 土地（四季の郷住宅用地）

事業内容
定住の意思を持ち、住宅の新築や新築建売住宅の購入を

行う若者世帯、他市町村からの移住世帯に対する補助

町が一般に販売する土地（四季の郷住宅用地）を購入

する方への補助

補助金額

◇若者世帯…60万円
（世帯員全員50歳未満の夫婦及び親と子の世帯）
◇他市町村からの移住世帯…100万円
（世帯主が50歳未満で世帯員全員が町内に転入する世帯）
・町内業者の場合30万円を加算します
　　※町税等の滞納がないことが要件となります

　　※中古住宅の場合は対象外となります

◇県外に住所を有する方…100万円
◇白鷹町以外の県内の市町村に住所を有する方　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…70万円
◇町内に住所を有する方…50万円　

併用の可否
併 用 可 能

　　県外からの移住世帯で町内業者施工により家を新築した場合…土地・建物で最大230万円

     

す
ま
い
る
住
ま
い
！

若
者
定
住
サ
ポ
ー
ト
事
業

　

人
口
の
減
少
が
進
行
す
る
中
、

定
住
の
意
思
を
持
つ
若
者
世
代
の

経
済
的
な
負
担
を
軽
減
し
、
住
宅

の
取
得
を
促
進
す
る
こ
と
で
定
住

人
口
の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
「
す
ま
い
る
住
ま
い
！
若

者
定
住
サ
ポ
ー
ト
事
業
」に
つ
い

て
、支
援
を
拡
充
し
実
施
し
ま
す
。

※
申
請
手
続
き
等
、
詳
細
は
お
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 「
す
ま
い
る
！
四
季
の
郷
」

定
住
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業

　

鮎
貝
四
季
の
郷
地
内
へ
の
定
住

を
図
り
、
地
域
の
活
性
化
を
促
進

す
る
た
め
「
す
ま
い
る
！
四
季
の

郷
定
住
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事

業
」
を
昨
年
度
に
引
き
続
き
実
施

し
ま
す
。

　

自
ら
の
住
宅
建
築
の
た
め
、
町

が
一
般
に
販
売
す
る
土
地
（
四
季

の
郷
住
宅
用
地
）
を
購
入
し
た
方

に
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

建
設
水
道
課
管
理
係　

☎
85

－

６
１
４
０
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町からのお知らせ

　

町
立
図
書
館
で
は
、
平
成
31
年
度

の
新
装
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
新
図
書

館
の
充
実
の
た
め
の
図
書
購
入
を
進

め
て
い
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
町

の
図
書
館
と
し
て
の
特
色
が
感
じ
ら

れ
る
「
魅
力
あ
る
蔵
書
」
を
そ
ろ
え

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
町
立
図
書
館
に

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
用
意
し
て
い
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。（
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。）

●
第
１
次
集
約
日　

６
月
30
日（
土
）

※
そ
の
後
も
随
時
受
付
け
ま
す
。

●
提
出
方
法　

町
立
図
書
館
に
設
置

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に

投
函
す
る
か
、
郵
送
、
メ
ー
ル
等
で

町
立
図
書
館
宛
に
送
付
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
・
文
化
振
興

係　

☎
85

－

６
１
４
６

■ 

新
町
立
図
書
館
オ
ー
プ
ン
に
向
け
た
図
書
購
入
に

　 
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

●
入
居
対
象
者　

情
報
産
業
を
営
む

個
人
・
法
人
の
方
、
研
究
開
発
や
起

業
、
新
事
業
の
創
出
、
新
分
野
な
ど

●
内
容　

ビ
ジ
ネ
ス
オ
フ
ィ
ス
（
１

戸
建
）
１
棟
（
２
階
建
約
70
坪
）

●
使
用
料　

５
万
８
６
２
０
円
／
月

●
募
集
期
間　

４
月
16
日
（
月
）
〜

４
月
末

●
申
込
方
法　

提
出
書
類
な
ど
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
商
工
観
光

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
方
法
は
郵
送
ま
た
は
持
参
の

　

み
と
し
ま
す
。

■ 

白
鷹
ソ
フ
ト
小
村
入
居
者
募
集※

提
出
書
類
な
ど
、
詳
細
は
町
の
ホ

　

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
選
考
方
法　

白
鷹
ソ
フ
ト
小
村
使

用
許
可
選
考
委
員
会
に
お
い
て
選
考

し
ま
す
。

●
そ
の
他　

施
設
の
利
用
に
は
一
定

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

商
工
観
光
課
商
工
振
興
係

☎
87

－

０
６
９
６
（
直
通
）

子育て支援住宅入居者募集

●入居可能日　５月下旬

●募集期間　４月 16日（月）～ 26日（木）
　　　　　　午後５時まで（土日を除く）

●申込方法　平成 29年分源泉徴収票の写し、住民
　票謄本、入居予定者全員の最新の所得課税証明書、
　市町村民税納税証明書を準備のうえ、建設水道課
　管理係までお申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】
建設水道課管理係　☎ 85-6140

●所在地　白鷹町大字鮎貝 7341 番地

●募集戸数　１戸（町外在住者向け）

●間取り　２LDK（寝室２部屋＋リビングダイニン
　グキッチン＋浴室）

●家賃　
・２子までを扶養する世帯　35,000 円
・３子以上を扶養する世帯　30,000 円

●敷金　家賃の３カ月分

●入居資格　白鷹町以外にお住まいの方で、次の条
　件を満たす方。
❶子を持つ夫婦世帯で、お子さんが現在小学校就学
　前であること（１人以上）。
❷公営住宅法で定める基準に準じ、世帯の月額所
　得の合計が 31 万 3,000 円を超えないこと。
❸自らが居住するために住宅を必要としていること。
❹市町村税を滞納していないこと。
❺暴力団関係者ではないこと。

●期限付入所　１番下のお子さんが小学校を卒業　
　する年の３月 31日まで入居できます。

●入居者の決定　５月中旬
※申込者多数の場合は抽選により決定します。

寝室１

寝室２

ＬＤＫ

玄関
浴室

ＷＣ

洗面
脱衣所

物置

ポーチ

サービスヤード

サンデッキ
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町からのお知らせ

白鷹町蚕桑地区コミュニティセンター

平成 30年４月１日　　　
～平成 33年３月 31日

白鷹町鮎貝地区コミュニティセンター

白鷹町荒砥地区コミュニティセンター

白鷹町十王地区コミュニティセンター

白鷹町鷹山地区コミュニティセンター

白鷹町東根地区コミュニティセンター

白鷹町産業センター

白鷹町総合情報センター

白鷹町ふるさと森林公園

白鷹町自然活用総合管理施設

白鷹町森林総合利用施設

ふるさと森林公園スカイサイクル

白鷹町テレワークセンター

白鷹町深山和紙振興研究センター

白鷹町食と農村交流施設

白鷹町子育て支援センター
平成 30年４月１日　　　
～平成 35年３月 31日

町有施設の平成 30年度からの指定管理者を紹介します

　保安林とは、水源の涵養（かんよう）、
土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境
の保全・形成等、特定の公益目的を達成す
るため、農林水産大臣または都道府県知事
により指定される森林です。
　それぞれの目的に沿った森林の機能を確
保するため、立木の伐採や土地の形質の変
更等には、あらかじめ県の許可を受けなけ
ればなりません。
　白鷹町内の保安林については、置賜総合
支庁森林整備課にお問い合わせください。

【問い合わせ】
置賜総合支庁森林整備課（治山林道担当）
☎0238-26-6064

　

森
林
法
に
よ
り
、
立
木
を
伐
採
す

る
と
き
、
造
林
が
完
了
し
た
と
き
は

各
種
届
け
出
を
提
出
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

森
林
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

が
適
切
に
行
わ
れ
、
健
全
で
豊
か
な

森
林
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

●
対
象
者　

森
林
所
有
者
や
立
木
を

買
い
受
け
た
者
な
ど

※
立
木
を
伐
採
す
る
者
と
伐
採
後
の

　

造
林
を
行
う
者
が
異
な
る
場
合
は
、

　

共
同
で
提
出
し
ま
す
。

●
提
出
書
類
及
び
提
出
時
期　

立
木
を
伐
採
す
る
と
き

『
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
』

を
、
伐
採
を
始
め
る
90
日
か
ら
30
日

前
に
提
出

造
林
が
完
了
し
た
と
き

『
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る

森
林
の
状
況
報
告
』
を
、
造
林
を
完

了
し
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
提
出

※
提
出
様
式
は
、
農
林
課
森
林
整
備

係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

農
林
課
森
林
整
備
係

☎
85

－

６
１
２
５

■ 

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

「保安林」を伐採するときの注意

【問い合わせ】総務課総務係　☎ 85-6120
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町からのお知らせ

　

町
で
は
、
小
学
校
新
入
学
を
祝
う

と
と
も
に
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な

成
長
を
祈
り
、
ラ
ン
ド
セ
ル
贈
呈
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

平
成
30
年
5
月
1
日
現

在
白
鷹
町
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
次

の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
方

①
平
成
31
年
4
月
に
町
内
小
学
校
へ

　

入
学
予
定
の
方

②
平
成
31
年
4
月
に
県
内
特
別
支
援

　

学
校
の
小
学
部
に
入
学
予
定
の
方

●
申
請
者　

対
象
者
の
保
護
者

●
日
程
（
予
定
）

・
7
月
頃
…
中
央
公
民
館
に
て
見
本

　

品
を
展
示
／
申
請
書
に
必
要
事
項

　

を
記
載
の
う
え
、
教
育
委
員
会
へ

　

提
出

・
7
月
末
…
申
請
書
提
出
締
め
切
り

・
平
成
31
年
2
月
…
入
学
予
定
者
へ

　

贈
呈

●
ラ
ン
ド
セ
ル
概
要

・
サ
イ
ズ
…
Ａ
４
フ
ラ
ッ
ト
フ
ァ
イ

　

ル
サ
イ
ズ
対
応

・
色
…
９
種
類
程
度

※
そ
の
他
、
詳
し
く
は
今
後
の
「
広

　

報
し
ら
た
か
」
や
保
育
園
等
を
通

　

じ
て
年
長
児
へ
配
付
す
る
チ
ラ
シ

　

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

教
育
委
員
会
学
校
教
育
係

☎
85

－

６
１
４
４

■ 

平
成
31
年
４
月
入
学
の
皆
さ
ん
へ

　 
ラ
ン
ド
セ
ル
を
贈
呈
し
ま
す

　

健
康
づ
く
り
の
基
本
を
学
び
、
地

域
の
中
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活

動
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
程　

５
月
～
11
月
ま
で
７
回　

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

●
対
象　

受
講
後
、
健
康
づ
く
り
推

進
員
と
し
て
活
動
で
き
る
方

●
募
集
人
員　

20
名
程
度

●
申
込
方
法　

５
月
９
日
（
水
）
ま

で
お
近
く
の
健
康
づ
く
り
推
進
員
、

ま
た
は
健
康
推
進
係
ま
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

健
康
福
祉
課
健
康
推
進
係

☎
86

－

０
２
１
０

■ 

健
康
づ
く
り
推
進
員
養
成
講
座
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

　本町の空き家は、平成 28 年度の実態調査で 452
件を把握し、前回調査から 80 件増加しました。
　そのような状況の中、町では、空家等対策の推進に
関する特別措置法や白鷹町空家等対策計画に基づき、
次のような事業を実施します。

■  空き家の適正管理
　第一義的に所有者等が自らの責任により適切に管理
することが原則です。

■  空家等対策の推進に関する特別措置法による法的措置
【空家等対策協議会による対策の検討】

・2 次調査の実施（外観調査）
・3 次調査の実施（立入調査の実施）
・特定空家等の認定協議
【特定空家等に対して】

・助言、指導、勧告、命令、行政代執行を行います。

■  住宅リフォーム総合支援事業
　空き家の利活用を促進するため、空き家のリフォー
ムに対し町独自に上乗せして支援します。詳しくは、
本誌 20 頁をご覧ください。

■  空き家等解体補助事業
　増加する危険空き家の減少を図るため、所有者（法

定相続人）が実施する解体工事を支援します。

▽補助率　１／２（上限 50 万円）

▽対象建物　特定空家等に認定された建物

■  空き家バンク活用事業
　空き家の利活用や移住を促進するため、空き家バン
ク事業を通して売買・賃貸の成約者（転入者）に対し、
引越費用等の一部を支援します。

▽売買　500,000 円／件

▽賃貸　50,000 円／件
※子育て世帯加算あり。詳しくは、お問い合わせくだ
　さい。

■  空き家管理サービス
　所有者が施設入所や死亡により管理が行き届かない
場合に、空き家対策ネットワーク協議会が日常的な管
理を代行する空き家管理サービスを提供します。

▽月額　 ① 5,000 円コース　② 10,000 円コース

▽サービスの内容

　建物内外の点検と確認、建物の通気と換気、郵便等
の転送、庭木等の状況確認、簡単な清掃作業、災害時
の建物状況確認、建物状況報告書の送付など。
※その他の管理業務は、別途ご相談ください。

　 空き家の管理・利活用・除去等をサポートします！

   平成30年度空き家等対策施策について

【問い合わせ】空き家相談窓口：企画政策課コミュニティ推進係　☎ 87-0830
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地価公示とは
　地価公示法の規定に基づき実施するもので、県内
の都市計画区域内で標準的な使われ方をしている土
地（以下「標準地」）を選び、その適正な土地価格を
公表するものです。
　土地を売買する際の目安にしていただくもので、
国や地方公共団体などが公共用地等を買収する場合
の基準ともなるほか、適正な地価の形成に大きな役
割を果たしています。

土地を売買するときは、
まず地価公示価格を調べましょう
　売買の対象となる土地の条件（土地の形状、道
路の条件、最寄駅からの距離、上下水道の整備状況
など）を標準地と比較すれば、おおよその適正な価
格がわかります。地価公示結果は役場で簡単に閲覧
できますので、土地売買のときには、まず地価公示
価格をお調べください。標準地は皆さんの身近なと
ころにあります。
　なお、地価公示価格は１月１日現在の価格ですの
で、その後の地価動向も考慮する必要があります。

注）価格は、１平方㍍あたりの価格を過去３年分につ
　いて表しています。また、（　）内の数字は、対前年
　変動率（％）です。「▲」は減少を表しています。

白鷹
－２

大字鮎貝字粡町
二2406番1

28年 29年 30年

9,240円
（▲2.1）

9,060円
（▲1.9）

8,890円
（▲1.9）

白鷹
５－１

大字荒砥乙字横町
1014番
（芳賀輪店）

28年 29年 30年
22,000

円
（▲2.2）

21,500
円（▲
2.3）

21,000
円

（▲2.3）

白鷹
－１

大字荒砥乙字出
来町東958番

28年 29年 30年
14,900

円
（▲1.3）

14,700
円

（▲1.3）

14,500
円

（▲1.4）

　３月28日、国土交通省から平成30年地価公示結
果が公表されました。
　本町に関するものは、左のとおりです。

平成30年
地価公示の結果について

住宅地 商業地

白鷹町平均 ▲1.7 ▲2.3

山形県平均 ▲0.3 ▲1.1

全国平均 0.3 1.9

■対前年変動率 （単位：％）

問   企画政策課企画調整係　☎ 85-6123

町からのお知らせ
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町からのお知らせ

　

青
少
年
の
健
全
育
成
と
子
ど
も
た

ち
の
芸
術
文
化
活
動
へ
の
支
援
及
び

伝
統
文
化
の
継
承
を
推
進
し
て
い
く

た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動
を

行
っ
て
い
る
団
体
に
対
し
、
白
鷹
町

芸
術
文
化
協
会
を
通
し
て
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

●
対
象（
次
の
全
て
を
満
た
す
団
体
）

・
申
請
時
点
で
設
立
後
１
年
以
上
の

　

活
動
実
績
が
あ
り
、
白
鷹
町
に
居

　

住
す
る
子
ど
も
が
常
時
２
人
以
上

　

の
会
員
規
模
の
団
体
（
年
度
は
じ

　

め
か
ら
新
規
に
活
動
を
開
始
す
る

　

団
体
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

・
構
成
員
の
半
数
以
上
が
、
白
鷹
町

　

に
居
住
す
る
子
ど
も
で
あ
る
団
体

・
少
な
く
と
も
月
１
回
以
上
の
練
習

　
（
活
動
日
）
を
定
め
、
継
続
し
て

　

運
営
し
て
い
る
団
体

・
芸
術
文
化
協
会
に
加
入
し
、
将
来

　

の
担
い
手
と
し
て
、
協
会
の
発
展

　

に
寄
与
す
る
団
体（
協
会
加
入
会

　

費
は
無
料
で
す
。）

・
国
、
県
、
及
び
町
等
の
他
の
制
度

　

の
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い

　

な
い
団
体

●
対
象
と
な
る
経
費　

①
報
償
費

（
講
師
謝
金
）
②
旅
費
（
外
部
講
師

等
の
交
通
費
実
費
等
）
③
使
用
料
及

び
借
料
（
会
場
使
用
料
、用
具
借
料
、

衣
装
借
料
、
町
外
発
表
会
バ
ス
借
上

げ
料
等
）
④
役
務
費
（
団
体
所
有
の

用
具
の
修
理
費
、
用
具
運
搬
代
、
切

手
代
等
）
⑤
需
用
費
（
消
耗
品
費
、

印
刷
製
本
費
等
）

●
補
助
金
額　

１
団
体
５
万
円
（
下

限
）
〜
10
万
円
（
上
限
）

●
申
請
方
法　
「
事
業
計
画
書
」「
収

支
予
算
書
」
な
ど
の
所
定
の
様
式
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
持
参
ま

た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は

事
務
局
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
内
容
が
把

握
で
き
る
同
様
の
書
類
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
も
っ
て
所
定
の
様
式
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
審
査　

教
育
委
員
会
と
芸
術
文
化

協
会
で
審
査
会
を
行
い
、
交
付
団
体

及
び
補
助
金
額
を
決
定
し
ま
す
。

●
募
集
締
切　

５
月
31
日（
木
）必
着

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

白
鷹
町
芸
術
文
化
協
会
事
務
局
（
教

育
委
員
会
生
涯
学
習
・
文
化
振
興
係
）

☎
85

－

６
１
４
６

【
平
成
30
年
度
】

■ 
白
鷹
町
こ
ど
も
芸
術
文
化
活
動
事
業
団
体
を
募
集

一生に一度の思い出を

平成30年度白鷹町成人式

　今年度の成人式を次のとおり開催します。
　対象の方には７月上旬にあらためてご案内しま
す。郷土を離れている皆さんには、ご家族の方か
ら早めに日程をお知らせください。　
　

●い　つ　８月15日（水）午前 10時～

●どこで　産業センター（パワーセンター白鷹）

●対　象　平成９年４月２日～
　　　　　 平成10年４月１日生まれの方

※平成 24年度東中学校・西中学校卒業者と、平
　成 30年６月１日現在で白鷹町に住民登録され
　ている平成９年度生まれの方には、詳細を往復
　はがきでご案内します。

「成人祭」実行委員を募集します
　成人式の後は、久しぶりに再会する友人や

恩師と語らう「成人祭」が開催されます。

　この「成人祭」は、成人者の皆さんで構成す

る実行委員会が自ら企画運営を行います。

　現在、実行委員を募集していますので、思

い出に残る「成人祭」になるよう、ぜひご応

募ください。締め切りは５月10日（木）です。

【申し込み・問い合わせ】
教育委員会生涯学習・文化振興係　☎85-6146
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町からのお知らせ

　平成29年度に開始した「買い物環境充実支
援実証実験事業」を、平成30年度も引き続き
実施します。
　前年度と同様、会員制（年会費、配達料など
の手数料は無料）で随時会員を募集しています
ので、ぜひご利用ください。

●御用聞き事業

　蚕桑地区の高齢者の方を対象に限定し、御用
聞き（宅配）事業を行います。会員制ですので、
ご希望の方は申し込みが必要です。食料品を中
心に、カタログの中からご希望の商品を注文い
ただけます。
　なお、配達の日時指定はできませんので、ご
了承ください。
※申し込みの際は、商工観光課商工振興係まで
　ご連絡ください。

▽  対象者
⑴65歳以上のみで構成されている世帯の方
⑵運転ができない、または自信がない方
⑶注文や会計など、身の回りのことができる方

●買い物ポイントサービス事業

　買い物などの移動手段として、デマンドタク
シーをご利用いただいている方へポイントカー
ドを発行します。ポイントカード満点で、町内
の商店（ゆーしーる加盟店）で500円分の買い
物ができます。
　ポイントカードはデマンドタクシー車内に備
えています。ご利用の際は運転手までお声掛け
ください。

▽  対象者　町内に居住しデマンドタクシーを利
　用する全ての方

▽  利用いただける商店　協同組合ゆーしーる加
　盟店

▽  満点カードの有効期限　満点となった日の年
　度末（３月末）まで

●移動販売支援事業

　買い物が困難な地域（町内）で移動販売を実
施している事業者を支援します。事業者は町に
対し申請が必要です。お問い合わせのうえ、申
請ください。

【問い合わせ】
商工観光課商工振興係　☎87-0696

《ウラ》

買い物支援の実証実験事業を継続して実施します

《御用聞きの流れ》

見守り・安否確認

利用者

宅配 注文

注文 宅配

利用者

えんどう

商店

協力商店

商品を提供

　※実証実験のため、いずれの事業も平成30
　　年度で変更または終了となる場合があり
　　ます。

《オモテ》

この機会にぜひ、ご利用ください♪
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